
お知らせ 暮らし 募集

令和 6 年 9 月 1 日現在
総人口　32,501人

   世帯数　12,355世帯
8月の出生数 13人 

この数値は、令和 2 年国勢調査
の確定値を基に毎月の自然動態・
社会動態を加減したものです。
※国・県の公表結果と異なる場合があります。

●田村市役所　〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
　(81-2111（代表）　 FAX 81-2522

主な問い合わせ先

休日・延長窓口の開設案内
●取扱業務…各種証明書の発行のみ

【休日窓口】
●開設日…日曜日
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午前 8 時 30 分～午後 0 時 30 分

【延長窓口】
●開設日…毎週木曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～午後 6 時 30 分
※各行政局の延長窓口は廃止となりました。

●滝根行政局　〒 963-3692
　田村市滝根町神俣字関場 118 番地
　(78-2111（代表）　 FAX 78-3710
●大越行政局　〒 963-4192
　田村市大越町上大越字水神宮62番地1
　(79-2111（代表）　 FAX 79-2115
●都路行政局　〒 963-4701
　田村市都路町古道字本町 33 番地 4
　(75-2111（代表）　 FAX 75-2844
●常葉行政局　〒 963-4692
　田村市常葉町常葉字町裏 1 番地 
　(77-2111（代表）　 FAX 77-2115

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

※時間外の緊急時連絡先　(81-1220

田村市の人口

上水道の窓口案内
●上下水道局　上下水道課
　〒 963-4312
　田村市船引町船引字上川原 33 番地
　(82-1527 FAX 82-4564
●漏水事故・水質異常がある場合は、ご
　連絡ください。
●開栓・閉栓は平日（土日・祝日を除く）
　の午前９時～午後４時に行います。
　申込みは、３営業日前までの平日にご
　連絡ください。

　オンライン申請はコチラ▶▶

暮らしの税情報

●市県民税…3 期
問市民部 税務課(81-2119
●国民健康保険税…4 期
●後期高齢者医療保険料…3 期
問市民部 市民課(81-1112

今月の納期限【10 月 31日 ( 木 )】

 暮らしの情報案内板 ｜ 田村市ホームページ　https://www.city.tamura.lg.jp/INFORMATION
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地域から信頼され、明るく活気溢れる最先端工場を目指しています

市内各地区秋季文化祭

【滝根町星の村文化まつり】
●日時　・10 月 26 日（土）午前

9 時～午後 4 時
　・27 日（日）午前 9 時～午後 3 

時 30 分
●会場　天地人大学・滝根保健セン

ター・滝根町針湯屋内ゲートボー
ル場

●内容　各種団体等による作品展
示、出店、ステージイベントなど

　※ 27 日は「滝根っこまつり」が
同時開催されます。

問滝根町星の村文化まつり実行委
員会（事務局：滝根公民館(78-
2001）

【大越町文化祭】
「田村民話まつり」
●日時　
　10 月 12 日（土）午前 10 時〜
●会場　大越公民館大研修室
　「文化祭展示・発表」
●日時　・10 月 26 日（土）午前

9 時 30 分〜午後 5 時
　・27 日（日）午前 9 時〜午後 3 時

●会場　大越行政局　大越公民館　
大越ふるさと館ほか

●内容　作品・活動状況の展示、発
表会、たんぽぽ食堂、青空市場など

　・10 月 26 日（土）大越まちづ
くり協議会の収穫祭

　・19 日（土）〜 25 日（金）大
越行政局 2 階多目的ホールで作品
の先行展示

問田村民話の会・大越町文化祭実
行委員会（事務局：大越公民館
(79-2161）

【都路町文化祭】
●日程　・11 月 2 日（土）午前 9

時～午後 4 時 30 分
　・3 日（日）午前 9 時～正午
●会場　古道体育館
●内容　書写・絵画展（児童・生徒）、

一般作品展など
問都路町文化祭実行委員会（事務局：

都路公民館(75-2063）
【常葉町文化祭】
●日時　・10 月 26 日（土）午前

9 時 30 分～午後 4 時
　・27 日（日）午前 9 時 30 分～

午後 3 時
●会場　
　常葉公民館、文化の舘ときわ他
●内容　各種団体等による作品展

示・木工クラフト教室・模擬店
問常葉町文化祭実行委員会（事務局：

常葉公民館(77-2013）
【船引地区文化祭】
●日時　・10 月 26 日（土）午前

9 時～午後 5 時
　・27 日（日）午前 9 時～午後 3

時 30 分
●会場　船引公民館、文化センター
●内容　各種団体等による作品展

示、ふれあいバザー、そばまつり
など

問船引町文化祭実行委員会
（事務局：船引公民館(82-1133）

弁護士による B型肝炎
特別措置法相談会（無料）

●日時　11 月 9 日（土）午後 1 時
30 分～ 4 時（受付午後 3 時まで）

●場所　郡山市労働福祉会館第 3
会議室・第４会議室

●内容　集団予防接種で B 型肝炎
になった人とその家族を対象とし
た弁護士による相談会

●その他　予約優先、当日会場での
申し込み可、個人情報厳守

問・申全国 B 型肝炎訴訟新潟・福島・
山形事務所(025-223-1130

ふくしまポータルアプリ
ダウンロードキャンペーン

福 島 県 は 12 月 31 日 ( 火 ) ま で、
豪華賞品が当たるふくしまポータル
アプリのダウンロードキャンペーン
を実施中です。ふくしまポータルは
皆さんの暮らしの役に立つ情報を受
け取ることができるポータルサービ
スです。ほかにも、防災アプリやス
マホ等から県や市に対しオンライン
で各種申請手続きを行うことができ
ますので、ぜひご利用ください。詳
細は右下 QR コードからキャンペー
ンサイトをご覧ください。
●市オンライン申請可能な手続き　

上水道・浄化槽使用関係、道路占
用関係、畜犬関係、行事共催・後
援関係、公文書開示関係、職員採
用試験申込（募集時）、子育て関係、
介護保険関係、不在者投票用紙請
求（選挙時）

問県キャンペーン事務局
(024-521-1411
問行政手続きサービス ( オンライン

申請 ) に関する事　
　総務部 DX 推進室
(61-7616

特設人権相談

人権に関する相談（家族、近隣関係、
学校・職場の問題など）をお気軽に
ご相談ください。相談は無料で、秘
密は固く守られます。
●特設相談所　午前 10 時～午後 3 時
・11 月 5 日（火）市役所 1 階 102

会議室
・11 月 8 日（金）常葉行政局
問福島地方法務局 郡山支局
(024-962-4500

第２回寝具類等洗濯乾燥
消毒サービス事業

在宅で寝たきりなどの状態にある
65 歳以上の高齢者や、一人暮らし
の高齢者の寝具類を洗濯・乾燥・消
毒します。
●対象者
①在宅で要介護認定が要介護 4 以

上と判定された方
② 65 歳以上の一人暮らしの高齢者

で、近親者（子）が市内にいない
方

③在宅の寝たきり重度身体障害者
●内容
①市で契約しているクリーニング事

業者が市内を巡回します。申請者
の自宅から寝具類を回収し、洗濯・
乾燥・消毒して 1 週間後にお届け
します。

②利用料は無料です。ただし、利
用 で き る サ ー ビ ス の 上 限 額 は、
12,000 円 で す。( 敷 布 団・ 掛 け
布団・毛布など、1 品目 2 点まで
申請できます。)

●利用方法
　利用したい方は申請が必要です。

申請窓口は、保健福祉部高齢福祉
課、各行政局市民係、各出張所で
受け付けています。

●申請受付期間　10 月 7 日（月）
～ 24 日（ 木 ） 平 日 の 午 前 8 時
30 分～午後 5 時 15 分

●その他　回収・返却は地区別に行
います。申請状況により、日程を
調整します。

問・申保健福祉部　高齢福祉課
(82-1115　
各行政局市民係　出張所

市役所本庁舎の
電気自動車用急速充電器

地域温暖化対策の一環として、市役
所本庁舎駐車場に設置している電気
自動車用急速充電器を更新しました。
更新した急速充電器は２台同時に充
電できます。ぜひご利用ください。
●利用時間　
　午前 8 時 30 分～午後 9 時
問総務部 財政課(81-2118

個人宅訪問でマイナンバー
カードの申請をサポートします

市ではマイナンバーカードの普及促
進を図るため、窓口に来ることが難
しい方や申請方法が分からない方な
どを対象に職員が自宅へ訪問し、申
請に必要な書類の記入、顔写真の撮
影など一連の手続きをお手伝いする
サービスを実施しています。
完成したカードは簡易書留で申請者
宛てに郵送するため、市役所へお越
しいただく時間がない方でもマイナ
ンバーカードを簡単に取得いただけ
ます。マイナンバーカードを利用し
てコンビニエンスストアで住民票や
印鑑証明書ほか、健康保険証として
も利用が可能となっており、カード
の利活用シーンが拡大しています。
ぜひこの機会に、マイナンバーカー
ド取得をご検討ください。
●対象者
・マイナンバーカードの申請が初め

てであること。
・市に住民登録があること。
●申し込みに当たっての条件
・訪問先が市内であること
・申請から 2 カ月以内に住所や氏名

を変更する予定がないこと
・申請者本人（15 歳未満の方の場

合は法定代理人とともに）が訪問
先にいること

・介護等が必要な方の場合、介助者
が同席できること

●訪問時間
・火曜日から金曜日、午前 10 時～

午後 3 時
　※土日・祝日および 12 月 29 日

か ら 1 月 3 日 ま で を 除 き ま す。
一括申請（企業・団
体向け）も引き続き
行っています。

問・申市民部 市民課
(82-1112

田村市市民の歌歌唱バージョ
ンを防災行政無線で放送

防災行政無線で「田村市市民の歌歌
唱バージョン」の放送を望む声が多
いことから、10 月 5 日（土）から
1 カ月間、土曜日・日曜日のお昼の
時報に「田村市市民の歌 船引中学
校合唱部歌唱バージョン」を試験的
に放送します。市民の歌を覚えて口
ずさんでください。
問総務部 総務課(81-2117
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有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課（(0247-81-2117）へ


